
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
三
号 

及
び
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基

労

働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 

 



 

は

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
五
百
七
十
七
条
の
二
の
二 

が
ん
原
性
物
質
を
製
造

又
は
取
り
扱
う
事

業
者

事
業
を
廃
止

原
性
物
質
関
係
記
録

二
十
四
号
の
三

に
次
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象

物
健
康
診
断
個
人
票
及
び
記
録
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
添

所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
提
出

 

一 

前
条
第
五
項
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

リ 

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
場
合
に
限

 

二 

前
条
第
十
一
項
第
二
号

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性 

物
質
で
あ
る
場
合
に
限

及
び
同
項
第
三
号
の
記
録 

 

第
五
百
九
十
四
条
の
二 

事
業
者

化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限

を
製
造

又
は
取
り
扱
う
業
務

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製

造

又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は

の

は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護

具
を
使
用

 

２ 
 

 

         

第
五
百
九
十
四
条
の
二 

事
業
者

化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の
に
限

と
い
う

を
製
造

又
は
取
り
扱
う

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮

膚
等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製
造

又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く

労
働
者
を
従
事

不
浸
透
性
の

は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

２ 
 

 
 



 

 

様
式
第
二
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
様
式
を
加



 様
式

第
2
4
号

の
3
(
第

5
7
7
条

の
2
の

2
関

係
)
 

 

が
ん

原
性

物
質

関
係

記
録

等
報

告
書

 

事
業

の
種

類
 
 

事
業

場
の

名
称

 
 

事
業

場
の

所
在

地
 
 

電
話

 
 

 
 
(
 

 
 

 
)
 

 
 

 
 

製
造

し
、

又
は

取

り
扱

っ
た

が
ん

原

性
物

質
の

名
称

 

 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
職

氏
名

 

労
働

基
準

監
督

署
長

 
殿

 

 
備

考
 

 
 

1
 
 

「
事

業
の

種
類

」
の

欄
は

日
本

標
準

産
業

分
類

の
中

分
類

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

2
 
 

こ
の

報
告

書
に

記
載

し
き

れ
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

別
紙

に
記

載
し

て
添

付
す

る
こ

と
。

 



 

附 

則 
こ
の
省
令

令
和
八
年
一
年
一
日
か
ら
施
行

 


